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佐伯市過疎地域持続的発展計画 令和６年３月 重要な変更 新旧対照表 

変更箇所 

（変更後計

画の頁、行

等） 

変更後 変更前 

31頁 

（３）事業計

画表中  ３

産業の振興

(９)観光又は

レクリエー

ション 

３ 産業の振興 

(１)～(２) （略）  

(３) 事業計画(令和３年度～７年度) 

 

 

 

（略） 

(４)産業振興促進事項  

(ⅰ)産業振興促進区域及び振興すべき業種 

 （略） 

 

(ⅱ)当該業種の振興を促進するために行う事業の内容  

     上記(２)その対策及び(３)事業計画に記載のとおりで

す。  

３ 産業の振興 

(１)～(２) （略）  

(３) 事業計画(令和３年度～７年度) 

 

 

 

（略） 

(４)産業振興促進事項  

(ⅰ)産業振興促進区域及び振興すべき業種 

 （略） 

 

(ⅱ)当該業種の振興を促進するために行う事業の内容  

     上記(２)その対策及び(３)事業計画に記載のとおりで

す。  
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     なお、産業振興については、周辺市町村との連携に努め

ます。 

     なお、産業振興については、周辺市町村との連携に努め

ます。 

 

 


